
　はじめに

　わが国はかつて他の国が経験したことのないスピ
ードで超高齢社会に突入すると言われている。今後、
都市地域においては、特に郊外部で急速な高齢化が
進むことにより、モビリティーや生活・都市サービ
スの確保の点で問題が深刻化すると考えられている。
　そこで本稿においては、人口動態に関する統計・
将来予測やパーソントリップ調査結果等から、高齢
化の現状および将来見通し、都市の拡大・拡散、高
齢者の交通行動や利用されている交通手段の状況や

将来の見通しについて分析し、今後の高齢者のモビ
リティーや生活・都市サービスを確保する上での課
題を明らかにする。
　その課題の解決に向けては、高齢者の居住地、生
活・都市サービスの提供場所およびその間の交通サ
ービスという３要素を総合的に考慮する必要がある
ことを踏まえ、本稿においては、都市という一定の
区域における３要素の政策的なあるべき姿として提
案されているコンパクトシティやその実現施策であ
るまちなか居住施策等の内容について、国の政策お
よび地方公共団体における先進的取り組みについて
紹介する。

　１．超高齢化および都市の拡大・拡散の動向

　はじめに日本における高齢化の動向を海外主要国
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と比較する。 Table  1は主要国
の人口および65歳以上の高齢
者人口の今後の動態について
国連経済社会局人口部が推計
した結果１）から作成したもの
である。
　各国とも今後高齢者人口の
割合が増加する傾向について
は共通であるが、2050年にお
いて日本は37 . 7 ％ と最大であ
り、他に３割を超える国はス
ペイン、ドイツなどわずかで
ある。さらに日本の場合は人
口減少を伴っており、社会構
造の持続可能性の点でも危機
的である。
　なお、 E U の中にはドイツや
ハンガリーのように日本と同
様、すでに人口減少が始まっ
ている国があるほか、将来に
おいて人口減少が見込まれる
国もある。
　Table 2 は日本の都市の拡
大・拡散の傾向を1965（昭和
40）年と2000（平成12）年の国
勢調査２）の人口集中地区（DI 
D）の面積および人口密度の比
較によって示したものである。
東京23区を除く大都市、地方
都市ともに、35年間の間に市
街地は２〜４倍に拡大する一
方、その人口密度は１〜６割
減少しており、モータリゼー
ションの進展、郊外における
住宅地開発や公共・公益施設
の郊外移転等により市街地が
拡大・拡散していることがわ
かる。
　Fig. 1 は各都市圏で行われた
パーソントリップ調査結果３）から代表交通手段分担
率の推移を示したものである。各都市圏ともモータ
リゼーションの進展により徒歩と公共交通の分担率
が減少し、自動車の分担率が増加している。特に地
方都市において自動車分担率の増加が著しく、都市
の拡大・拡散と呼応している。

　しかしながら、2008（平成20）年に実施した第５回
東京都市圏パーソントリップ調査においては、実査
がガソリン価格の高騰やリーマンショックの影響の
可能性のある時期であったものの、自動車の分担率
が初めて減少し、公共交通の分担率の減少から増加
に転じたことは特筆すべき傾向であると考えられる。
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Table 1　主要国の人口および65歳以上人口の動態

６５歳以上の人口割合（%）人口増加率（%）人口（百万人）

２０５０年２０２０年２０００年２０４５-
２０５０年

２０１５-
２０２０年

１９９５-
２０００年２０５０年２０２０年２００９年２０００年

２１.６１６.１１２.４０.４００.８２１.２３４０３.９３４６.２３１４.７２８７.８アメリカ合衆国
２２.９１８.５１５.９０.２９０.４９０.３０７２.４６５.１６１.６５８.９イギリス
２９.８２２.６１８.４０.１４０.１５−０.０３６３.７６１.５５９.９５７.１イタリア
２５.６１９.７１３.６−０.１１０.２７０.６０１７.４１７.１１６.６１５.９オランダ
２５.５１８.１１３.１０.４３０.８９１０.３０４４.４３７.１３３.６３０.７カナダ
２６.０２０.２１５.４０.２１０.３７０.４１８.５７.９７.６７.２スイス
２４.１２１.０１７.２０.２５０.４５０.０８１０.６９.７９.２８.９スウェーデン
３１.８１８.７１６.８０.０５０.５７０.４４５１.３４８.６４４.９４０.３スペイン
３２.５２３.０１６.４−０.５６−０.２３０.１１７０.５８０.４８２.２８２.１ドイツ
３７.８２８.５１７.２−０.７９−０.３４０.２０１０１.７１２３.７１２７.６１２６.７日本
２６.９２０.９１６.１０.０００.３２０.３９６７.７６４.９６２.３５９.１フランス
２６.６２０.３１６.９０.０３０.３１０.２２１１.５１１.０１０.７１０.２ベルギー
２３.３１１.７６.８−０.３３０.５００.９０１,４１７.０１,４３１.２１,３４５.8１,２６７.０中国
１３.７６.３４.３０.２５１.１０１.７９１,６１３.８１,３６７.２１,１９８.０１,０４２.６インド
２２.５９.６５.５−０.１３０.６０１.４９２１８.５２０９.１１９３.７１７４.２ブラジル
１８.６７.５４.９０.１００.８１１.３９２８８.１２５４.２２３０.０２０５.３インドネシア

注１）2020年、2050年の数値は中位推計値。
　２）中国には香港とマカオは含まない。
出典）” World Population Prospects, the 2008 Revision”, Population Division, Dept. of
　　　Economic and Social Affairs, UN。

Table 2　日本の都市の拡散の状況

DID人口
密度減少率
（%）

DID面積
拡大率
  （%）

２０００年１９６５年
DID人口密度
（人/㎢）

DID面積
（㎢）

DID人口
（人）

DID人口密度
（人/㎢）

DID面積
（㎢）

DID人口
（人）

２４.１１２２.４１３,０９３.０１６２１.３０８,１３４,６８８１７,２５８.２９５０７.７８,７６２,０３４東京都区部
３１.１１７８.７７,７３４.４９２７４.０６２,１１９,７１４１１,２３３.３２１５３.４１,７２３,１９１名古屋市
１８.９３２４.６７,７７７.２７２２６.２６１,７５９,６８４９,５９５.０８６９.７６６８,７７７札幌市
３０.９１６２.０９,９３２.３６１３９.８３１,３８８,８４２１４,３６４.３９８６.３１,２３９,６４７京都市
２７.５２８７.７７,３６６.９７１３４.０５９８７,５４２１０,１６２.８１４６.６４７３,５８７広島市
１３.１２８１.７９,７６７.２３１４３.４０１,４００,６２１１１,２４４.２４５０.９５７２,３３２福岡市
４６.０３０２.８６,６２８.７５６１.７７４０９,４５８１２,２７４.０２２０.４２５０,３９０静岡市
３９.８３５４.１５,６１０.２９７２.５９４０７,２５１９,３１７.１７２０.５１９１,００２浜松市
３６.１２５０.１６,３２１.３１５８.５３３６９,９８６９,８９９.３６２３.４２３１,６４５金沢市
４５.１２８６.３４,１１７.１０５２.１１２１４,５４２７,４９７.５８１８.２１３６,４５６富山市
４０.２４１８.８６,３０６.８５６３.６６４０１,４９４１０,５３８.２９１５.２１６０,１８２松山市
３６.９２８０.１６,３６０.３７４３.７０２７７,９４８１０,０８６.４７１５.６１５７,３４９高知市
３９.１３６９.９５,３０１.５５６５.８４３４９,０５４８,７０２.３０１７.８１５４,９０１宇都宮市
５２.０３７７.６４,５１４.２６４５.３１２０４,５４１９,４０３.５８１２.０１１２,８４３前橋市
５２.６１７６.０５,４０３.２９２４.２９１３１,２４６１１,３９２.９７１３.８１５７,２２３小樽市
３９.４２７３.２５,１１６.０２２４.５９１２５,８０３８,４４９.１１９.０７６,０４２弘前市
４５.５２５４.７５,７２４.２３１６.３０９３,３０５１０,４９７.６６６.４６７,１８５会津若松市
６５.５６７７.６４,０５２.８９１６.９４６８,６５６１１,７４０.８０２.５２９,３５２伊勢崎市
５５.４２５６.２４,０４９.５６２２.８０９２,３３０９,０８０.３４８.９８０,８１５高岡市
４６.３１７８.１４,４７４.６０３.７４１６,７３５８,３３２.３８２.１１７,４９８大野市
５４.８３４８.１４,２５９.４１１６.３６６９,６８４９,４１３.１９４.７４４,２４２米子市
５９.９３１０.３３,６３０.２１９.９３３６,０４８９,０５２.８１３.２２８,９６９津山市

注）1965年と2000年では合併などにより行政区域が変わっている市もあることに留意。



今後は、このような変化も考慮に入れて高齢者に対
する交通サービスのあり方を検討する必要がある。
　Fig.2は国立社会保障・人口問題研究所が2008年12
月１ 日現在の 1,782市町村と東京23区を対象として、
2005（平成17）年〜2035（平成47）年における市区町村
別の将来人口を推計した結果（出生中位・死亡中位
推計） ４）を用いて、 関東地方の高齢化率の推移を図化
したものである。
　2005年時点では、主要な交通施設の沿線等利便性
の高い市区町村の高齢化率は20％未満であるのに対
し、山間部や交通アクセスが不便な地域においては、
すでに高齢化率が高い町村が存在している。2020年
までの変化を見ると、関東地方全域で高齢化率が上
昇しており、中山間地帯における高齢化率の上昇が
顕著である。2035年における１都３県の高齢化の状
況については、特に都心３区を取り囲む市区での高
齢化が著しく、都心への通勤の利便性が高いニュー
タウン等の住宅地に居住する就業者が高齢化するた
めと考えられる。2035年においては高齢化率が30％
以上の市区町村が大勢を占め、2005年と比較して高
齢化が著しく進展することがわかる５） 。現在、高齢
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Fig. 2　関東地方における６５歳以上の人口割合の推移（２００５〜
２０３５年）



者の問題は特に中山間地域において顕在化している
が、今後は都市地域の郊外部からさらに内側に向か
って同様の問題が顕在化するものと推測される。
　大都市地域については高齢者の絶対数も多いため、
モビリティーや生活・都市サービスの確保について
は深刻な課題となるものと考えられる。

　２．近年における高齢者の交通行動の実態と課題

　ここでは、大都市圏の事例として東京、地方都市
圏の事例として西遠の各都市圏パーソントリップ調
査、ならびに富山市の富山ライトレールの開業前後
のデータを用いて、最近の高齢者の交通行動の現況
と、今後の課題を整理する。
　２−１　東京都市圏パーソントリップ調査
　 Fig . 3 は、東京都市圏パーソントリップ調査結果を
用いて年齢階層別の一人当たり１日のトリップ数（移
動していない人を含めた１人１日当たりの平均トリ
ップ数）の推移を示したものである６） 。過去から継
続して15〜39歳の若年層のトリップ数が減少傾向に
あり、対照的に高齢者のトリップ数が増加している。

第５回パーソントリップ調査（2008年）では特に60歳
代以上の高齢者の伸びが著しい。65歳以上の高齢者
については、人口も伸びているため発生集中交通量
は10年前（平成10年）と比較して各地域とも約２倍に
大幅に伸びている。
　 Fig . 4 は高齢者の５歳階層別の利用交通手段の割合
について1998（平成10）年と2008（平成20）年とを比較
したものである６） 。東京都市圏全体では自動車利用
が減少しているが、高齢者は各年齢階層とも自動車
利用（運転および同乗）の増加が顕著であり、増加の
割合は高齢になるほど高くなっている。
　２−２　西遠都市圏パーソントリップ調査
　Fig.5は、 西遠都市圏（第４回調査の対象地域は浜
松市を中心とする４市２町）で行われたパーソント
リップ調査で把握された男女別・年齢階層別の１人
当たり１日のトリップ数の推移である７） 。第３回調
査（1995年）と第４回調査（2007年）を比較すると、東
京都市圏と同様、65歳以上での１人当たりトリップ
数の増加が顕著である。男女を比較すると、女性は
比較的若い年齢層（40歳以上）でトリップ数が増加し
ているが、男性のトリップ数増加は60歳以上に限定
される。また、 Fig.6は年齢階層別１人当たり自動車
トリップ数について、第２回調査（1985年）、第３回
調査（1995年）および第４回調査（2007年）の推移を見
たものである７） 。全体的傾向として高齢者の自動車
トリップ数は増加しているが、1995年から2007年に
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かけては、団塊世代のリタイアの影響があったため
60〜65歳の自動車トリップ数の増加が著しい。
　第４回西遠都市圏パーソントリップ調査において
は本体調査に加え、都市圏独自の高齢者日常交通実
態調査を行った。これは、今後、急増する高齢者に
対応して、高齢者のモビリティーの確保、居住ニー
ズおよび活動ニーズに対応した都市計画や交通計画
の検討を行うため、高齢者の日常的な移動実態や交
通に関する問題意識等の把握を行ったもので、本体
調査対象者から65歳以上の高齢者について地域バラ
ンスを考慮して再抽出して実施した（回答サンプル
数は7,067票）。
　Fig . 7 は①高齢者の外出頻度、②高齢者が利用する
交通手段、③居住地の公共交通利便性による外出率
の比較、④居住地の公共交通利便性による自動車の
交通手段割合の比較について、前期高齢者（65歳以
上から75歳未満）と後期高齢者（75歳以上）のデータ
を対比して示したものである７）。ここで「徒歩圏に
駅・バス停あり」とは、西遠都市圏の徒歩圏域であ
る駅まで 650 m もしくはバス停まで 4 0 0 m 以内の地域に
住む人を集計対象とした。
　高齢者の外出頻度については、前期高齢者で約
55％、後期高齢者で約33％が毎日外出している一方

で、後期高齢者の約17％がほとんど外出をしなくな
っていること、高齢者の移動手段については、前期
高齢者では自ら運転する自動車利用が最も多いのに
対して、後期高齢者では送迎が最も多く、バス・タ
クシー利用も顕著であることがわかる。また、居住
地の公共交通利便性と外出率や自動車利用との関係
では、公共交通利便性の比較的高い地域に住んでい
る前期高齢者で約２％、後期高齢者で約６％外出率
が高いこと、公共交通利便性の比較的低い地域に住
んでいる前期高齢者では約７％、後期高齢者では約
５％自動車利用の割合が高いことがわかる。
　以上から、前期高齢者は自ら自動車を運転して外
出する傾向があるのに対して、後期高齢者は移動を
他人が運転する自動車やバス、タクシー等に依存す
る傾向があること、公共交通利便性が比較的高い地
域に住んでいる高齢者のほうが外出頻度が高く、自
動車利用は少ないことがわかる。
　２−３　富山ライトレールに関する利用状況等調査
　富山市の富山ライトレール富山港線（延長約7 . 6 km）
は、 JR西日本が地方路線として2006年２月まで運行
していたものを、富山市、富山県および地元企業等
の出資により設立された「富山ライトレール株式会
社」が引き継ぎ、わが国初の本格的LRTとして再整
備し、2006年４月に開業したものである（全線で５
駅の新設を含む）。
　特徴として、 JR西日本運営時においては平日朝夕
のピーク時は時間２本、オフピーク時は時間１本、
１日合計20本の運行であったのに対し、富山ライト
レール移管後は、平日朝のラッシュ時は10分間隔、
オフピーク時は15分間隔、１日合計66本の運行にサ
ービス水準が大幅に改善されたほか、終電も21時台
から23時台へと大きく繰り下げられている。
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　富山市と国土交通省が共同して行った利用状況等
調査の結果８）のうち年齢階層別の利用者数の変化を
Fig.8に示す。 全体としては、平日で２倍以上、休日
では５倍以上に利用者が増加しており、中でも60歳
代以上の高齢者の利用は大幅に増加するとともに、
日中は特に中高年層を中心に買い物や通院に利用さ
れていることが明らかとなった。こうした成果につ
いて、森富山市長は2007年１月市長定例記者会見に
おいて、「即断はできないものの、とかく家に閉じ
こもりがちな高齢者の方々の外出機会を増やしてい
くことは、長い目で見れば医療費軽減や介護予防と
いう観点からもとても大きな意義がある」とコメン
トしている８）。
　２−４　まとめ
　以上から、高齢者の交通行動の特性を整理すると
次のとおりとなる。
⑴高齢者人口の増加および１人当たりのトリップ数
の増加により、今後とも高齢者の交通は大幅に増
加する傾向にある。
⑵前期高齢者では自ら運転する自動車利用が増える
一方で、後期高齢者は、全体としては前期高齢者
と比較して外出頻度は低下するが、外出の場合は
自らの運転に加え、自分で運転しない同乗や、タ
クシー利用が増えている。
⑶公共交通の利便性に劣る地域に居住する高齢者は

外出の機会が制約されている可能性がある。富山
ライトレールのように公共交通の利便性を高める
ことによって高齢者の外出を促すことにより、潜
在的な交通サービスに対する需要に応えられる可
能性がある。

　３．コンパクトシティ・まちなか居住への誘導

　高度経済成長期においては、都市への人口集中に
伴い、郊外に住宅市街地が拡大した。また、渋滞緩
和を目的とするバイパス整備が沿道開発を誘発する
一方、都心の地価高騰を受けて行政機関、総合病院
等の公共公益施設や高等学校や大学等の教育機関も
郊外移転し、都市はますます拡散した。このような
都市の拡散的拡大は、自動車という利便性の高い交
通手段の普及に支えられており、特に公共交通機関
の脆弱な地方都市において著しい現象であった。
　今後の都市政策は、第１章で述べた人口減少、超
高齢社会、都市拡散という課題の他に、地球環境問
題や国および地方公共団体の厳しい財政制約等の諸
課題に対応するとともに、第２章で明らかにした高
齢者の交通行動の現状と課題を踏まえ、高齢者のモ
ビリティー確保や社会参加への誘導、生活・都市サ
ービスの提供を促進する方向で展開される必要があ
る。
　本章においては、これらの課題に対し都市構造や
都市機能の配置のあり方という観点において解決方
策を探る国や地方公共団体の都市政策の最近の動き
について概覧する。
　３−１　「都市再生ビジョン」（2003年12月） ９）

　2003（平成15）年12月24日の社会資本整備審議会が
答申した「都市再生ビジョン」においては、わが国
は、３〜４年後には、①人口減少社会、②先進国の
中で初めて65歳以上の高齢者の人口に対する割合が
20％を超える超高齢社会が同時に到来し、これにと
もない、その後、③人口集中地区（DID）面積で見る
と市街地面積が縮小に転ずるという歴史的転換期を
迎えるという認識に立ち、今後目指すべき都市政策
の基本的な方向性として、従来の継続的な都市化を
反映した拡散型都市構造から、経済社会の成熟化と
人口減少・超高齢化に対応したコンパクトで緑とオ
ープンスペースが豊かな集約・修復保存型都市構造
への転換、すなわち環境と共生した持続可能な都市
の構築が必要であると提言している。
　その際、都市の生活・活動・交流の拠点となるべ
き主要な駅周辺や中心市街地、シビックコアなどの
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拠点的市街地について、多様かつ多層的な都市機能
の集積による賑わいの再生に重点的に取り組む必要
があること、超高齢化に対応するため、今後、急増
する単身高齢者や後期高齢者が自立した老後を送る
ことができるような生活空間や、介護・子育て支援
を可能にするシステムを、身近な圏域で早急に整備
する必要があることを指摘している。
　そのためには、最寄りの駅周辺等のエリアについ
て、安心、快適で、クルマに過度に依存せず、自宅
から徒歩・自転車、公共交通機関で行ける範囲に、
商店や事業所、医療（病院・診療所）や福祉サービス
（施設・在宅）、教育施設、行政サービス、公園等レ
クリエーション（娯楽）空間などが配置され、医・職・
住・遊など日常生活の諸機能が集約された徒歩生活
圏を形成する必要があると提言している（Fig.9）。
　なお、海外においても今後の都市構造のあり方に
ついて同様の提言がなされている。
　例えば2007年 ５ 月にライプチヒで開催された E U の
都市計画担当大臣会議において合意された「持続可
能な欧州都市についてのライプチヒ宣言」 １０）におい
ては、欧州の都市の競争力を高めるため、統合化さ
れた都市開発政策の重要性を指摘しており、その中
では、
⑴知識産業、能力と創造性に富む労働力や観光を惹
きつける質の高い公共空間、景観、建造物等の創
造
⑵生活の質、地域の環境の質の向上に資するアクセ
スが容易で安価な持続可能な都市交通システムの
整備

⑶効率的で持続可能な資源利用のためのコンパクト
な居住形態および日常生活圏における住宅、業務・
教育・商業およびレクリエーションの混在化

等の戦略がきわめて重要であると提言している。な
お、この宣言はEU構造基金の運用等EUの地域政策
の指針となっている。
　３−２　「国土交通省成長戦略会議報告」１１）

　　　　　（2010年５月）
　前原国土交通大臣が設置した成長戦略会議は2010
年５月に国土交通省所管５分野の抜本的な成長戦略
に関する報告書をとりまとめた。そのうち都市・住
宅分野においては、財政制約に加え、人口減少・高
齢化、地球環境問題、社会資本の老朽化などの課題
を克服するためには、情報通信技術も活用しながら、
サステナブルな都市・まち経営と人・環境に優しい
都市・まち空間を実現することが急務であるとして、
国としてコンパクトシティ・まちなか居住への政策
転換を都市政策の基本理念として明示するとともに、
都市機能・サービスの集約化によるまちなか居住を
推進するため次のような具体的施策を提示した。
⑴地方公共団体による、医療・福祉施設のまちなか
への誘導とまちなかや交通沿線への住み替えを進
めるための取組や助成を国が支援する。

⑵市街地の拡大をより一層抑えるため、郊外の新市
街地開発型事業を抑制する。

⑶まちなかの利便性を高めるため、公共施設の有効
活用や規制緩和を推進する。

　３−３　先進的取り組み事例
　ここでは、地方公共団体におけるコンパクトシテ
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ィ・まちなか居住への誘導に向けた先進的な取り組
みについて紹介する。
１）仙台市
　仙台市は1998年２月に策定した「仙台21プラン（仙
台市基本計画）」において、人口・経済・財政の右
肩上がりの成長が終焉するという大きな潮流の変化
を直視し、循環型の都市生活への転換、交通、環境
などの質を重視した効率的な都市の器づくりを計画
課題として、長期的な人口動態も視野に入れた都市
資産の有効活用、交通基盤整備との整合と都市機能
の集積による都市的な魅力や活力をつくることを重
視し、自動車交通依存による外延的拡大型の市街地
形成から、軌道系交通機関を基軸としたまとまりの
ある集約型の市街地形成への転換を図ることを都市
空間形成の基本的方向として打ち出した。仙台市は、
その後の人口減少や環境制約の強まり、都市間競争
の激化などの時代環境変化や地下鉄東西線着工など
のプロジェクトの進捗を踏まえ、この政策をさらに
強力に推進するため2007年１月に「仙台市都市ビジ
ョン」 １２） を策定した。
 ビジョンにおいては、四つの都市政策の基本的方
向性の一つとして「機能集約型都市の形成」が位置
づけられ、公共交通軸を中心に、多様な都市機能を
集約し分担し合う、多機能な都市構造へと転換し、
都市機能へのアクセス性の向上と都市機能の高度化、
都市経営コスト・環境負荷の低減をあわせて図るこ
ととしている。ここで言う機能集約型都市とは、集
約化した都市機能相互の相乗効果により、東北の中
枢都市としての都市機能の一層の高度化が図られる
とともに、高齢者をはじめ市民誰もがさまざまな都
市機能にアクセスしやすく、効率的で暮らしやすい
都市をイメージしている。
　施策の方向性としては、①機能集約型都市構造へ
の転換のため、公共交通軸を中心とした機能集約型
都市の形成および都市機能の適正な立地誘導、②公
共交通を中心とした交通体系の構築のため、利便性
の高い公共交通網の形成および都心交通政策の推進、
③世界と交流し、東北の発展を牽引する都市機能の
高度化のため、都心の再生と機能強化、東西都市軸・
広域拠点の強化および広域交通ネットワークの強化
を提示している。
　ビジョンで示された施策を効果的に実施するため、
仙台市は「アクセス30分構想」に取り組み、「市街
化区域内の居住地から都心まで、および、主要拠点
間を公共交通を利用しておおむね30分で移動できる

こと」を目標とし、移動時間短縮のための施策とと
もに、公共交通の利用しやすさに着目したサービス
向上施策や市民や企業との協働により進める T D M 施
策を総合的に推進している。
　また、宮城県が仙台市を含む仙塩広域都市計画区
域を対象として2010年５月に策定した都市計画の基
本方針１３）においては、 拡大基調の市街地形成から集
 約市街地の形成へ転換を都市計画の見直しの目標
として掲げ、今後の市街化区域設定の基本的考え方
として、生活・交通利便性の指標および公共交通軸
からの距離などを踏まえて考えられる「生活・交通
条件」が有利な範囲内で設定していくことを原則と
して示した。また、生活・交通利便性が高く、居住
者が徒歩や自転車で移動できる範囲で日常の買い物
や医療などの日常サービスを受けることができ、今
後も市街地の活力を維持し、都市機能の集約化を図
っていくべき市街地を「集約適地」と位置づけ、集
約市街地の形成を促進することとした。
２）青森市
　世界でも有数の豪雪都市である青森市においては、
都市の拡大による道路整備に伴って、過去10年間で
除雪延長が約 230㎞ も 増加し、除雪経費などの都市運
営経費も増加していた。また、大型ショッピングセ
ンターや公共施設が郊外部に建設されることにより
市の中心部の空洞化が深刻化していたほか、郊外開
発により青森の優れた資産である自然環境が失われ
ることも問題となった。このような問題を解消する
ため、青森市では早くからコンパクトシティの考え
かたを取り入れ、無秩序な市街地の拡大を抑制し、
生活に必要な機能を中心部に集めたまちづくりを目
指すこととなった。
　青森市は、1999年６月に策定した青森地区の都市
計画マスタープラン１４） において、 都市づくりの基本
理念として「青い森・青い海に抱かれたコンパクト
シティの形成」を掲げ、①雪に強い都市、②高齢・
福祉社会に対応した都市、③環境調和型の都市、④
災害に強い都市、⑤効率的で快適な都市を目標の柱
として、無秩序な市街地拡大の抑制、効率的・効果
的なインフラ整備、既存ストックの有効活用、中心
市街地の拠点性の向上（再活性化）、都市機能の集約
化・複合化とアクセシビリティの向上、公共交通の
有効活用等を進めることとした。
　マスタープランにおいては、都市構造として、
①インナー（Inner-City）
1970（昭和45）年頃に既成市街地となっていた、まち

Feb., 2011ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．３５，Ｎｏ．３ （　　）１３

高齢者の交通行動を踏まえた都市政策の展開 157



なみの老朽化が進む密集市街地や中心市街地を含む
エリアで、都市整備を重点的に行い市街地の再構築
などを進めようというエリア
②ミッド（Mid-City）
インナーとアウターの間のエリアで、多くが低層の
住宅地となっており、一部を今後の宅地需要などに
応じて良質な宅地の供給を行うストックエリアとし、
計画的な土地利用の誘導を行い、無秩序な郊外の開
発を抑制していこうとするエリア
③アウター（Outer-City）
外環状線（一般国道７号青森環状道路）から外側の地
域で、都市化を抑制し、自然環境、営農環境の保全
に努め、青い点線から外の開発は原則として認めな
いエリア
の三つのエリアを同心円状に定めている。
　具体的施策としては、歩いて暮らすことができる
質の高い生活空間の創造をめざした中心市街地活性
化の取り組みとして、2001年に青森駅前に複合型商
業施設「アウガ」を市街地再開発事業により整備し

た。市民図書館、男女共同参画プラザ、生鮮市場、
ファッション系店舗などが入居する「アウガ」は、
年間約600万人以上に利用されている。
　また、まちなか居住の推進と既存郊外住宅団地の
空洞化（空き家）に対応した住み替えシステムとして
「街なか住み替え支援事業」を推進し、高齢者世帯は
街なかに呼び込むとともに、子育て世帯は郊外一戸
建てでの優れた子育て環境の提供を図るための世代
間の住み替えを支援している。
　このように、中心市街地において魅力ある施設整
備を図るとともに、冬期バリアフリーなどによる暮
らしやすい環境整備を進めながら、「まちなか居住」
を推進してきた結果、最近は中心市街地における民
間マンションの建設が増加（2002〜2007年で512戸が
供給された）している１５） 。
　これらの取り組みの結果、中心市街地の夜間人口
が20年ほど前までの水準まで回復するとともに（Fig. 
10）、駅前地区を中心に歩行者通行量の増加がみら
れるなど一定の効果が現れている１５） 。
３）富山市
　富山市は、2008年３月に策定した都市マスタープ
ラン１６） において、 市街地の外延化が進展したために
自動車への依存が高く、車を自由に使えない市民に
とってきわめて生活しづらい街であること、都市管
理の行政コストが割高である一方、都心の空洞化に
よる都市全体の活力低下と魅力の喪失をまちづくり
の課題として認識し、今後の人口減少と超高齢化に
備え、『鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化さ
せ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の
諸機能を集積させることにより、公共交通を軸とし
た拠点集中型のコンパクトなまちづくり』の実現を
目指すことを理念として定めた。富山型コンパクト
なまちづくりの特徴としては、鉄軌道やバスなどの
公共交通の活性化を図るとともに、駅・バス停を中
心とした徒歩圏を公共交通でつなぐことにより、自
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動車を自由に使えない市民も、日常生活に必要な機
能を享受できる生活環境の形成を目指すことにある
（Fig.11）。
　実現方策として、コンパクトなまちづくりの実現
に重要な公共交通の路線を「公共交通軸」として位
置づけ、「公共交通軸」のうちすべての鉄軌道と運
行頻度が高いバス路線（１日60本以上）の沿線の徒歩
圏を、居住を推進する地区（公共交通沿線居住推進
地区）として設定し、主に誘導的手法により居住を
促進し、おおむね20年後に公共交通が便利な地域に
住む市民の割合を約４割とすることを目標として掲
げている（2005年度現在は約28％） １６） 。
　具体的施策としては、公共交通軸の強化策として、
富山ライトレール富山港線の整備や市内電車環状線
（セントラム）の整備が行われたほか、都心部におけ
るまちなか居住および公共交通沿線居住推進地区へ
の居住の推進策として住宅助成制度が設けられてお
り、富山港線沿線においては住宅立地促進の効果が
見られているところである１７）（Fig.12）。
４）鶴岡市（山形県）
　鶴岡市においては、①農業情勢の悪化および郊外
開発圧力の高まりに伴うスプロールの進展、②2002
年にはほ場整備事業完了から８年経過となり、これ
以降、農振農用地の開発進行の懸念があることなど
の課題を踏まえ、2001年６月に策定された都市計画
マスタープランにおいて、市民参加のもと「人口規
模に応じたコンパクトな市街地の形成」をまちづく
りの目標として定め、その実現手法として新たに線
引き制度の導入を位置づけ、市街地整備の目標を「人
が集まり、回遊し、住み続けられるまち」と定めた。
　線引きについては、その後の都市計画手続きを経
て2004年５月に計画決定した。その際、市街化区域に
ついては、用途地域を基本に、連担する既成市街地
に限定するなど必要最小限の指定にとどめている １８）。
また、改正まちづくり三法による大規模集客施設の
規制については、上乗せで工業地域および準工業地
域にも特別用途地区を定めて床面積が5 , 000㎡超 の大
規模集客施設の立地を制限することにより、大規模
集客施設が立地可能な場所を実質的に1970（昭和45）
年 DID 地区内に限定し、中心市街地への大規模集客
施設の立地誘導を図っている１８） 。
　鶴岡市では、中心市街地における既存機能の維持・
強化や新たな都市機能の集積の取り組みを並行して
行っており、南庄内地域の中核病院である鶴岡市立
荘内病院の移転先については、コンパクトシティ形

成の理念に沿って、2003年に移転前の場所から200 ｍ
離れただけの中心市街地内に移転させたほか、鶴岡
公園南部の既成市街地に教育施設等を集中立地させ
ることとし、2001年に慶応大学先端生命科学研究所
を核とする「鶴岡タウンキャンパス」、2005年に鶴岡
アートフォーラム（芸術文化施設）を整備している。
「鶴岡タウンキャンパス」や市の産業政策によりバイ
オ関連産業等が市内に立地しつつあり、居住人口や
交流人口の増加という効果をもたらしている１９） 。

　おわりに

　今後高齢者が増加するなか、モビリティー確保や
社会参加、生活・都市サービスの提供に対するニー
ズが大きく拡大することが見込まれる。そのニーズ
を受け止めるための都市政策として、コンパクトシ
ティ・まちなか居住への誘導が重要となるものと思
われる。すでに先進的な地方公共団体においては、
都市機能の集積を図るエリアを定め、公共交通の強
化や居住・都市機能の立地誘導を進めており、今後
とも国や地方公共団体における政策の強化や取り組
みの充実が必要とされる。本稿が参考となれば幸い
である。
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